
 

評議員および評議員会に関する規程 

                          一般社団法人粉体工学会 

 

１． 目 的 

一般社団法人粉体工学会（以下「本会」という）の目的の達成及び事業の円滑な運営の

ため、評議員をおく。評議員は評議員会に召集され、必要に応じて学会運営全般につ

いて意見や要望を述べることができる。 

 

２． 評議員の選任 

１) 評議員の選任は、以下の手順に従って行う。 

２) 評議員は本会会員 10名以上、55名以下とする。 

３) 評議員の選出は理事会において審議し、決定する。 

４) 評議員の任期は 2年とし、再任を妨げない。 

 

３． 評議員会の構成 

１) 評議員会は評議員、理事、監事および参事で構成する。 

２) 評議員会の議長は会長とする。 

 

４． 評議員会の開催 

評議員会は年に２回、開催する。 

 

 

（附則） 

(1) この規程は、制定の日から発効する。 

(2) 平成３０年２月１７日に決定された評議員の任期は、選任後 1 年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとす

る。  

 

（付記） 

   平成３０年２月１７日 制定（理事会承認） 

   平成３０年４月７日 改定（理事会承認） 

  令和２年１０月１７日 改定（臨時理事会承認） 

 令和５年２月１１日改定（理事会承認） 


